
KCN安心サポート利用規約 新旧対照表 

旧 新 

 

第１条 （総則） 

近鉄ケーブルネットワーク株式会社（以下「当社」といいま

す。）は、「ＫＣＮ安心サポート利用規約」（以下「本規約」とい

います。）により「ＫＣＮ安心サポート」（以下「本サービス」と

いいます。）を提供します。  

第１章 総則 

第１条 （規約の適用） 

近鉄ケーブルネットワーク株式会社（以下「当社」といいま

す。）は、「ＫＣＮ安心サポート利用規約」（以下「本規約」とい

います。）により「ＫＣＮ安心サポート」（以下「本サービス」と

いいます。）を提供します。  

第２条 （本規約の範囲、変更および通知） 

本規約は、本サービス加入者（以下「加入者」といいます。）

と当社との間の本サービスに関する一切の関係に適用しま

す。 

２．当社は、本規約を変更することができるものとします。 

３．当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約

の効力発生日の１ヵ月前までに、本規約を変更する旨および

変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社ホームペー

ジ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただ

し、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。 

４．変更後の本規約の効力発生日以降に加入者が本サービス

の利用を継続したときは、加入者は、本規約の変更に同意し

たものとみなします。 

第２条 （規約の変更） 

 

 

 

当社は、本規約を変更することができるものとします。 

２．当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約

の効力発生日の１ヵ月前までに、本規約を変更する旨および

変更後の本規約の内容とその効力発生日を当社ホームペー

ジ上での掲載等、当社の定める方法により告知します。ただ

し、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。 

３．変更後の本規約の効力発生日以降に加入者が本サービス

の利用を継続したときは、加入者は、本規約の変更に同意した

ものとみなします。 

第３条 （用語の定義） 

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用し

ます。 

用語 用語の意味 

Ｋ Ｃ Ｎ

安 心

サ ポ

ート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本規約に基づいて提供される当社のサービスの

総称。当社が定める仕様に基づき提供するサービ

スであって、次に従って区分されるもの 

プラン種別 内容 

安 心 サ ポ

ート 

本規約に基づき遠隔サポートお

よび訪問サポートを提供するも

の 

安 心 サ ポ

ートワイド 

本規約に基づき遠隔サポートお

よび訪問サポートを提供し、特

典として通信端末修理費用保険

が付帯されているもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３条 （用語の定義） 

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用しま

す。 

用語 用語の意味 

Ｋ Ｃ Ｎ

安 心

サ ポ

ート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本規約に基づき提供するサービスの総称であっ

て、次に従って区分されるもの 

区

分 

サービス種

別 

内容 

基

本

サ

ー

ビ

ス 

安心サポート 遠隔サポートおよび訪

問サポートを提供する

基本サービス 

オ

プ

シ

ョ

ン

サ

ー

ビ

ス 

ワイドプラン 安心サポートの拡張プ

ランとして、当社指定の

訪問サポートにおける

作業範囲の拡大、また

は利用料の減免を行う

プランであり、特典とし

て別紙２に定める通信

端末修理費用保険が付

帯されているサービス 

防犯カメラプ

ラン 

当社が貸与する屋外用

ネットワークカメラ等の

機器（付属品を含みま

す。以下「防犯機器」と

いいます。）を使用し、

撮影および録画を行う

た め の 環 境 を 提 供 す

る、別紙３に定めるサー

ビス 

見守りプラン 当社が貸与する屋内用

ネットワーク機器（付属

品を含みます。以下「見

守り機器」といいます。）

を使用し、特定の場所

の映像確認、センサー

に よ る 検 知 お よ び 通

知、温湿度の測定なら
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提供区分 内容 

遠 隔 サ ポ

ート 

当社がインターネット約款に基

づき提供する第１種インターネッ

ト接続サービスの契約者かつ、

加入者が受けられるサポート 

インターネット接続サービスを通

して遠隔からサポートを行う 

訪 問 サ ポ

ート 

加入者が受けられるサポート 

当社から本サービスの契約住所

へ訪問し、別紙１（表２－２）に定

める利用料でサポートを行う 

通 信 端 末

修 理 費 用

保険 

通信端末修理費用保険契約（別

紙２）に基づき、さくら損害保険

株式会社から保険金額を上限と

する保険金が支払われる特典 

 
 

世帯 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 

申 込

者 

本サービスの加入申込みをする個人 

加 入

者 

当社と本サービスの加入契約を締結した個人 

他 サ

ービス

等 

当社が提供する本サービス以外のサービス（デジ

タルテレビ約款、インターネット約款に基づき提供

するサービスおよび電話サービス、ＫＣＮモバイル

サービス等） 

  

 

 

 

当 社

貸 与

機器 

当社が販売または貸与するＳＴＢ（セットトップボッ

クス）、ケーブルモデム、光端末装置（Ｄ－ＯＮＵ）、

電話機能付ターミナルアダプタ等 

 

所 有

機器 

加入者所有のテレビ、パソコン、電話機等 

サ ー

ビ ス

対 象

機器 

当社貸与機器および所有機器 

他 社

貸 与

機器 

当社以外の他社が貸与した機器 

料 金

等 

別紙１に記載する、プラン種別の月額基本利用

料、訪問サポートの利用料、各種手数料などの料

金 

当 社

グ ル

ープ 

株式会社ＫＣＮ京都、こまどりケーブル株式会社、

株式会社テレビ岸和田、株式会社ＫＣＮなんたん 

 

 

 

 

びに一部の家電操作等

を行うための環境を提

供する、別紙４に定める

サービス 

データ保管プ

ラン 

利用者が保有する画像

そ の 他 の 電 子 デ ー タ

を、インターネットを通じ

てクラウド環境上に保

存および管理することを

可能とする、別紙５に定

めるサービス 
 

遠 隔

サ ポ

ート 

当社がインターネット約款に基づき提供する第１

種インターネット接続サービスおよび本サービスを

契約する者が受けられる、当該接続サービスを通

して遠隔から実施するサポート 

 

 

訪 問

サ ポ

ート 

本サービスを契約する者が受けられるサポートで

あり、当社から本サービスの契約住所へ訪問し、

別紙１（表２－２）に定める利用料で行うサポート 

 

通 信

端 末

修 理

費 用

保険 

通信端末修理費用保険契約（別紙２）に基づき、さ

くら損害保険株式会社から保険金額を上限とする

保険金が支払われる特典 

世帯 同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団 

申 込

者 

本サービスの利用申込みをする個人 

加 入

者 

当社と本サービスの利用契約を締結した個人 

他 サ

ービス

等 

当社が提供する本サービス以外のサービス（デジ

タルテレビ約款、インターネット約款に基づき提供

するサービスおよび電話サービス、ＫＣＮモバイル

サービス等） 

本 サ

ービス

貸 与

機器 

当社が防犯カメラプランまたは見守りプランの加

入者に対し貸与する機器 

当 社

貸 与

機器 

当社が販売または貸与するＳＴＢ（セットトップボッ

クス）、ケーブルモデム、光端末装置（Ｄ－ＯＮ

Ｕ）、電話機能付ターミナルアダプタ、および本サ

ービス貸与機器等 

所 有

機器 

加入者所有のテレビ、パソコン、電話機、スマート

フォン等 

サービ

ス 対

象 機

器 

当社貸与機器および所有機器 

他 社

貸 与

機器 

当社以外の他社が貸与した機器 

料 金

等 

別紙１に記載する、月額利用料、訪問サポートの

利用料、各種手数料などの料金 

 

当 社

グ ル

ープ 

株式会社ＫＣＮ京都、こまどりケーブル株式会社、

株式会社テレビ岸和田、株式会社ＫＣＮなんたん 

 

第４条 （提供するサービス内容） 

本サービスは、加入者に対し行うもので、遠隔サポート、訪
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問サポートおよび通信端末修理費用保険があります。 

２．当社は、加入者から本サービス利用の請求があったとき

は、別紙１（表２）に定める範囲において、加入者の申込み内

容に応じてサービスを提供します。 

３．本サービスに係る各種作業は、本サービスの契約住所の敷

地内のサービス対象機器に限り実施します。 

４．加入者は、別紙１（表２－２）に定める利用料で、訪問サポー

トを１ヵ月につき合計３回まで利用することができます。ただ

し、一部の項目には次の各号の利用制限があり、当該項目

の利用についても利用回数「合計３回」の計算に含むものと

します。 

（１）「工事関連」は、同一項目の利用を６ヵ月間に１回のみと

します。なお、起算月は訪問月とします。他サービス等に

加入していない場合は利用できません。 

（２）「教えてシリーズ」は、同一項目の利用を１ヵ月につき１

回のみとします。 

（３）「セットアップおたすけ」の「パソコン快適化・システムクリ

ーンアップ」は、利用するプラン種別が安心サポートワイド

の場合、安心サポートワイド価格での利用を１ヵ月につき

１回のみとします。なお、利用回数以内での同一項目の

追加利用については、利用するプラン種別にかかわらず

安心サポート価格となります。 

５．前項で定める利用回数以降の訪問サポートは、別紙１（表２

－２）に記載の通常価格となります。 

６．訪問サポート１回の作業範囲は、別紙１（表２－２）に定める

とおりとします。作業範囲を超える対応を希望する場合は、

新たな訪問サポートとして取り扱います。なお、当該利用は

第４項および第５項の規定に準ずるものとし、利用回数「合

計３回」の計算に含むものとします。 

 第４条 （本サービスの内容） 

本サービスにより提供する各サービスの種別および料金等

は、別紙１に定める料金表に記載のとおりとします。 

２．当社は、本サービスの内容を変更することがあります。この

場合、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法

により告知します。 

第６条 （本サービスの申込みができる対象） 

本サービスの申込みは、個人に限るものとします。店舗・事

業所等では、本サービスを申し込むことができません。 

 

 

第７条 （本サービスの契約の単位と有効期間）  

本サービスの契約は、１世帯ごとに１の契約を締結します。 

２．本サービスの最低利用期間は課金開始月（加入した翌月）

以降の６ヵ月間とします。また、第１０条 （契約事項の変更）

の規定により、サービス内容の変更を行った場合、最低利用

期間は変更後のプラン種別の課金開始月以降の６ヵ月間と

します。 

３．最低利用期間満了前までに加入者からの解約の申し出が

ない場合には、以後１ヵ月ごとに契約期間を自動で更新する

ものとします。 

第２章 利用契約 

第６条 （本サービスの利用契約の単位と契約期間） 

本サービスの契約は、１世帯ごとに１の契約を締結します。 

２．安心サポートの最低利用期間は課金開始月（利用開始日

の属する月の翌月）を起算月として６ヵ月間とします。また、

オプションサービスの最低利用期間は、別紙１に定める料金

表に記載のとおりとします。 

 

３．最低利用期間が満了する月の、第２３条（加入者が行う本

サービスの解約）に定める期日までに加入者からの解約の

申し出がない場合には、以後１ヵ月ごとに契約期間を自動で

更新するものとします。 

第８条 （本サービスの契約の申込み） 

 

 

 

申込者は、本規約を承諾のうえ、当社所定の申込書に次の

事項を記載して当社に提出します。 

（１）申込者の住所、氏名および電話番号 

（２）利用を希望するプラン種別 

（３）その他必要事項 

２．申込者である個人が未成年の場合は、親権者の同意を必

第７条 （本サービスの利用契約の申込み） 

本サービスの申込みは、個人名義に限るものとします。 

２．防犯カメラプランの申込みは、申込者の住居形態が戸建て

住宅である場合に限るものとします。 

３．申込者は、本規約を承諾のうえ、当社所定の申込書に次の

事項を記載して当社に提出します。 

（１）申込者の住所、氏名および電話番号 

（２）利用を希望する安心サポートおよびオプションサービス 

（３）その他必要事項 

４．申込者である個人が未成年の場合は、親権者の同意を必
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要とします。 

３．申込者である個人が成年被後見人または被保佐人の場合

は、それぞれ成年後見人または保佐人の同意を必要としま

す。 

要とします。 

５．申込者である個人が成年被後見人または被保佐人の場合

は、それぞれ成年後見人または保佐人の同意を必要としま

す。 

第９条 （本サービスの契約の成立） 

本サービスの契約は、当社が申込書を受理し、申込みを承

諾した時に成立するものとします。ただし、他サービス等へ

の加入に係る機器の設置工事が発生する場合は、機器が

設置された時に成立するものとします。 

 

 

２．当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合に

は、本サービスの申込みを承諾しない場合があります。 

 

（略） 

３．前項の規定により、当社が本サービスの契約の申込みを承

諾しない場合、当社は申込者に対しその旨を通知します。 

４．当社が本サービスの契約の申込みを承諾した後に、加入者

が第２項各号のいずれかの場合に該当することが判明した

場合には、当社はその承諾を取り消すことができるものとし

ます。 

第８条 （申込みの承諾） 

 

 

 

 

当社は、本サービスの利用申込みがあったときは、受け付

けた順に従って承諾します。 

２．当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに

該当すると判断した場合には、本サービスの利用申込みを

承諾しない場合があります。 

（略） 

３．前項の規定により、当社が本サービスの申込みを承諾しな

い場合、当社は申込者に対しその旨を通知します。 

４．当社が本サービスの申込みを承諾した後に、加入者が第２

項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合に

は、当社はその承諾を取り消すことができるものとします。 

 第９条 （利用契約の成立と利用開始日） 

利用契約は、本サービスの利用申込みに対して当社がこれ

を承諾したときに成立します。ただし、次の各号のいずれか

に該当する場合には、当該各号に定める時点に成立するも

のとします。 

（１）他サービス等への加入に係る機器の設置工事が発生

する場合は、当該機器の設置が完了した時点 

（２）第１号の規定にかかわらず、本サービス貸与機器の設

置工事が発生する場合は、当該機器の設置が完了した

時点 

（３）第１号の規定にかかわらず、本サービス貸与機器を当

社より送付する場合は、当社が当該機器を発送した時点 

２．前項に定める利用契約が成立した日を利用契約の成立日

とし、本サービスの利用開始日とします。 

 

第１０条 （契約事項の変更）  

加入者は、契約事項のうち、プラン種別の変更を請求するこ

とができます。この場合、当該加入者は、当社所定の書類に

必要事項を記入して、契約変更希望日の１４日前までに当

社に提出します。なお、本サービスにおけるプラン種別の変

更は、１年間に２回まで行うことができます。 

２．加入者は、当社に届け出た住所、電話番号、料金支払い方

法、料金支払口座などの変更がある場合には、当社所定の

書類に必要事項を記入して、事前に当社に提出します。 

 

３．当社は、第１項および第２項の請求を承諾しない場合があり

ます。この場合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方

法によりその旨を通知します。 

４．第１項および第２項に規定する各請求の受付は、必要な提

出書類を当社が受理したときに成立します。ただし、各変更

の請求においては当社が別に定める日に準じ、当該契約変

更日として取り扱います。ただし、第２項の規定による変更の

場合は、提出された書類を当社が受領した日を、原則として

当該契約変更日とします。 

５．当社が特に認める場合に限り、加入者は本条に規定する書

類の提出に代え、当社の定める方法で当該変更の請求をす

ることができます。 

６．他サービス等において契約事項が変更された場合、本サー

ビスに共通する部分については同様に変更されるものとしま

第３章 契約事項の変更 

第１０条 （契約事項の変更）  

 

 

 

 

 

加入者は、当社に届け出た住所、電話番号、料金支払い方

法、料金支払口座などの変更がある場合には、当社所定の

書類に必要事項を記入して、事前に当社に届出を行うもの

とします。 

２．当社は、前項の届出を受理しない場合があります。この場

合、当社は、当該加入者に対し当社の定める方法によりそ

の旨を通知します。 

３．第１項に規定する各届出の受付は、必要な提出書類を当社

が受理したときに成立し、提出された書類を当社が受領した

日を、原則として当該契約変更日とします。 

 

 

 

４．当社が特に認める場合に限り、加入者は本条に規定する書

類の提出に代え、当社の定める方法で当該変更の届出を行

うことができます。 

５．他サービス等において契約事項が変更された場合、本サー

ビスに共通する部分については同様に変更されるものとしま
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す。 す。 

 第４章 サービス 

第１３条 （遠隔サポートおよび訪問サポートの内容） 

当社は、加入者から遠隔サポートまたは訪問サポートの利

用請求があったときは、別紙１（表２）に定める範囲におい

て、加入者の申込み内容に応じてサービスを提供します。 

２．本サービスに係る各種作業は、本サービスの契約住所の敷

地内のサービス対象機器に限り実施します。 

３．加入者は、別紙１（表２－２）に定める利用料で、訪問サポー

トを１ヵ月につき合計３回まで利用することができます。ただ

し、一部の項目には次の各号の利用制限があり、当該項目

の利用についても利用回数「合計３回」の計算に含むものと

します。 

（１）「工事関連」は、同一項目の利用を６ヵ月間に１回（訪問

月を起算月とする）を上限とします。なお、他サービス等に

加入していない場合は利用できません。 

（２）「教えてシリーズ」は、同一項目の利用を１ヵ月につき１

回を上限とします。 

（３）「セットアップおたすけ」の「パソコン快適化・システムクリ

ーンアップ」は、ワイドプラン契約時におけるワイドプラン

価格での利用を１ヵ月につき１回を上限とします。なお、利

用回数上限内での同一項目の追加利用については、ワイ

ドプランの契約有無にかかわらず安心サポート価格となり

ます。 

４．前項で定める利用回数を超える訪問サポートは、別紙１（表

２－２）に記載の通常価格となります。 

５．訪問サポート１回の作業範囲は、別紙１（表２－２）に定める

とおりとします。作業範囲を超える対応を希望する場合は、

新たな訪問サポートとして取り扱います。なお、当該利用は

第３項および第４項の規定に準ずるものとし、利用回数「合

計３回」の計算に含むものとします。 

第１３条 （加入者の義務） 

加入者は、本サービスの利用を請求するにあたり、次の各

号に定める条件を満たすこととします。ただし、加入者が次

の条件を満たしている場合であっても、加入者のご利用状

況によっては本サービスの提供ができない場合があります。 

（１）加入者自身による本サービスの利用の請求であること 

（２）本サービス実施の時点で、作業を実施する場所に必要

な所有機器が用意されており、作業に必要なＩＤやパスワ

ード等の設定情報および、その所有機器の正規のライセ

ンス、シリアルナンバーを保有していること 

（３）本サービス実施に必要な当社または他の事業者が提供

するドライバソフトウェア、またはアプリケーションソフトウ

ェアなどのソフトウェアライセンスに同意し、加入者のパソ

コンなどへのインストールを許諾すること 

（略） 

第１４条 （加入者の義務） 

加入者は、本サービスの利用を請求するにあたり、次の各

号に定める条件を満たすこととします。ただし、加入者が当

該条件を満たしている場合であっても、加入者の利用状況

によっては本サービスの提供ができない場合があります。 

（１）加入者自身による本サービスの利用の請求であること 

（２）本サービス実施の時点で、作業を実施する場所に必要

な所有機器が用意されており、作業に必要なＩＤやパスワ

ード等の設定情報および、その所有機器の正規のライセ

ンス、シリアルナンバーを保有していること 

（３）本サービス実施に必要な当社または他の事業者が提供

するドライバソフトウェア、またはアプリケーションソフトウ

ェアなどのソフトウェアライセンスに同意し、加入者の所有

機器へのインストールを許諾すること 

（略） 

第１４条 （加入者の当社に対する協力事項） 

（略） 

第１５条 （加入者の当社に対する協力事項） 

（略） 

第１５条 （加入者による事前準備） 

（略） 

第１６条 （加入者による事前準備） 

（略） 

第１６条 （本サービスの受付ならびに提供時間）  

 

本サービスの受付ならびに提供時間は、年末年始（１２月３１日

～１月３日）を除く、９時～１７時３０分とします。 

 

（略） 

第１７条 （遠隔サポートおよび訪問サポートの受付ならびに提

供時間）  

遠隔サポートおよび訪問サポートの受付ならびに提供時間は、

年末年始（１２月３１日～１月３日）を除く、９時～１７時３０分とし

ます。 

（略） 

第１７条 （所有機器への対応） 

本サービスでは、加入者の所有機器および他社貸与機器の修

理はいたしません。 

第１８条 （所有機器への対応） 

本サービスでは、加入者の所有機器および他社貸与機器の修

理は行いません。 

第１８条 （訪問サポートの完了） 第１９条 （訪問サポートの完了） 
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加入者は、訪問サポートに係る作業の終了後、当社作業員立

ち会いのもと、速やかに当該作業内容について確認を行うもの

とします。なお、加入者は、当該確認に際し、当社作業員による

訪問サポートの提供上生じたと認められる損傷を発見した場合

は、直ちに当社作業員に申告するものとします。 

（略） 

加入者は、訪問サポートに係る作業の終了後、当社作業員立

ち会いのもと、速やかに当該作業内容について確認を行うもの

とします。なお、加入者は、当該確認に際し、当社作業員による

訪問サポートの提供上生じたと認められる損傷を発見した場合

は、速やかに当社作業員に申告するものとします。 

（略） 

第１９条 （訪問サポートに係る作業の中止） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、訪問サポー

トに係る作業に着手したか否かにかかわらず、訪問サポートに

係る作業の提供を中止することができるものとします。 

（１）第１３条（加入者の義務）、第１４条（加入者の当社に対す

る協力事項）および第１５条（加入者による事前準備）に定める

内容が満たされていない等、当社作業員が訪問サポートに係

る作業に着手できない、または訪問サポートに係る作業を継続

できないと認められる相当の事由がある場合（ただし、当社の

責めによる事由による場合は除きます。） 

（略） 

第２０条 （訪問サポートに係る作業の中止） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、訪問サポー

トに係る作業に着手したか否かにかかわらず、訪問サポートに

係る作業の提供を中止することができるものとします。 

（１）第１４条（加入者の義務）、第１５条（加入者の当社に対す

る協力事項）および第１６条（加入者による事前準備）に定める

内容が満たされていない等、当社作業員が訪問サポートに係

る作業に着手できない、または訪問サポートに係る作業を継続

できないと認められる相当の事由がある場合（ただし、当社の

責めによる事由による場合は除きます。） 

（略） 

 

 

第２０条 （本サービス提供の停止） 

当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、

本サービスの提供を停止することがあります。 

 

（１）第２６条（加入者の支払義務）に規定する本サービスの料

金等の支払いを怠った場合、または怠るおそれがある場合 

 

（２）第６条（本サービスの申込みができる対象）に定める条件

を満たさない場合 

（３）第８条（本サービスの契約の申込み）の規定により届け出

た内容が虚偽であることが判明した場合 

（４）その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合 

（略） 

第５章 提供の停止または中止ならびに利用契約の解約およ

び解除 

第２１条 （本サービス提供の停止） 

当社は、加入者が次の各号のいずれかに該当する場合には、

本サービスの全部または一部の提供を停止することがありま

す。 

（１）第２７条（加入者の支払義務）に規定する本サービスの料

金等、その他当社に対する債務の履行を怠った場合、また

は怠るおそれがある場合 

（２）第７条（本サービスの利用契約の申込み）第１項および第２

項に定める条件を満たさない場合 

（３）第７条（本サービスの利用契約の申込み）の規定により届

け出た内容が虚偽であることが判明した場合 

（４）その他、当社が本サービスの提供を不適当と判断した場合 

（略） 

第２１条 （本サービス提供の中止） 

当社は、本サービスの提供が困難であると判断した場合に

は、本サービスの提供を中止することがあります。 

２．当社は、前項の規定により当社の判断によって本サービス

の提供を中止するときは、可能な限り事前にその理由、実施

期日および実施期間を、当社ホームページ上での掲載等、

当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむを得

ない場合はこの限りではありません。 

第２２条 （本サービス提供の中止） 

当社は、本サービスの提供が困難であると判断した場合に

は、本サービスの全部または一部の提供を中止することが

あります。 

２．当社は、前項の規定により当社の判断によって本サービス

の提供を中止するときは、可能な限り事前に、その理由、実

施期日および実施期間を、当社ホームページ上での掲載

等、当社の定める方法により告知します。ただし、緊急やむ

を得ない場合はこの限りではありません。 

第２２条 （加入者が行う本サービスの解約） 

加入者は、毎月末日付にて、本サービスの契約を解約する

ことができます。この場合、当該加入者は解約希望日の前

日までに当社所定の方法により申し出るものとします。ただ

し、最低利用期間内に解約する場合、加入者は契約解除料

として残余期間分の月額基本利用料を一括して支払うもの

とします。 

２．当社が前項による申し出を受領した場合は、加入者が申し

出た解約希望日の属する月の末日を本サービスの利用終了

日および解約日として取り扱います。 

第２３条 （加入者が行う本サービスの解約） 

加入者は、毎月末日付にて、本サービスの利用契約を解約

することができます。この場合、当該加入者は解約希望日

の前日までに当社所定の方法により申し出るものとします。

ただし、オプションサービスを解約する場合、当該加入者は

解約希望日の１４日前までに当社所定の方法により申し出

るものとします。 

２．当社が前項による申し出を受領した場合は、加入者が申し

出た解約希望日の属する月の末日を本サービスの利用終了

日および解約日として取り扱います。 

３．加入者が安心サポートを解約した場合、当該終了日をもっ

て、すべてのオプションサービスの契約も終了するものとしま

す。 

４．別紙１に定める最低利用期間内に安心サポートおよびオプ

ションサービスを解約する場合、加入者は別に定める契約解

除料を支払います。ただし、オプションサービスの解約と同時

に安心サポートを解約する場合で、それぞれの最低利用期

間が重複するときは、安心サポートに係る契約解除料の支

払いを免除するものとします。 
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第２３条 （当社が行う本サービスの解除）  

当社は、第２０条（本サービス提供の停止）第１項の規定に

より本サービスの利用を停止された加入者が、当該停止期

間内にその原因となった事由を解消しない場合には、第７条

（本サービスの契約の単位と有効期間）第２項の規定にか

かわらず、利用契約を解除することができるものとします。 

 

２．当社は、加入者が第２０条（本サービス提供の停止）第１項

に該当する場合、ならびに加入者が本規約に違反する行為

があったと認められる場合で、その原因となった事由が当社

の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、同条に定

める本サービスの提供の停止をすることなくその契約を解除

できるものとします。 

３．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、第２０条（本

サービス提供の停止）に定める本サービスの提供の停止を

することなく契約を解除できるものとします。 

（１）加入者が不当もしくは過度な要求行為を行い、その行

為が当社の業務上支障を及ぼすと判断した場合 

（２）加入者が反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に

協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの

交流もしくは関与する行為を行った場合 

（３）加入契約の成立後、第９条（本サービスの契約の成立）

第２項各号に定める事由が判明した場合 

４．当社は、第１項から第３項の規定により契約を解除しようと

するときは、事前に当社所定の方法により当該加入者にそ

の旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限

りではありません。 

５．当社は、第１項から第３項の規定により契約が解除されたと

きは、契約が解除された日を本サービスの利用終了日と定

めます。 

第２４条 （当社が行う本サービスの解除）  

当社は、第２１条（本サービス提供の停止）第１項の規定に

より本サービスの提供を停止された加入者が、当該停止期

間内にその原因となった事由を解消しない場合には、第６条

（本サービスの利用契約の単位と契約期間）第２項の規定

にかかわらず、利用契約を解除することができるものとしま

す。 

２．当社は、加入者が第２１条（本サービス提供の停止）第１項

に該当する場合、ならびに加入者が本規約に違反する行為

があったと認められる場合で、その原因となった事由が当社

の業務遂行上支障を及ぼすと認められるときは、同条に定

める本サービスの提供の停止をすることなくその利用契約を

解除できるものとします。 

３．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、第２１条（本

サービス提供の停止）に定める本サービスの提供の停止を

することなく利用契約を解除できるものとします。 

（１）加入者が不当もしくは過度な要求行為を行い、その行

為が当社の業務上支障を及ぼすと判断した場合 

（２）加入者が反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に

協力もしくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの

交流もしくは関与する行為を行った場合 

（３）利用契約の成立後、第８条（申込みの承諾）第２項各号

に定める事由が判明した場合 

４．当社は、第１項から第３項の規定により契約を解除しようと

するときは、事前に当社所定の方法により当該加入者にそ

の旨を通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限

りではありません。 

５．当社は、第１項から第３項の規定により利用契約が解除さ

れたときは、利用契約が解除された日を本サービスの利用

終了日と定めます。 

第２４条 （通信端末修理費用保険） 

通信端末修理費用保険の利用にあたっては、提供元のさく

ら損害保険株式会社と加入者が直接手続きを行うものとし、

当社はさくら損害保険株式会社への取次は行いません。ま

た、その対応内容について関知しません。 

 

 第６章 ＩＤおよびパスワード 

第２５条 （ＩＤおよびパスワードの管理） 

当社は、加入者に対しマイページＩＤを付与します。当該加入

者は、マイページＩＤにかかるパスワードを自ら任意で設定、

変更するものとします。 

２．加入者は、マイページＩＤおよびパスワードの管理、使用に

おいてすべての責任を持つものとします。 

３．加入者は、パスワードの喪失、盗難が判明した場合には、

速やかにその旨を当社に報告するものとし、その報告があっ

た場合および当社がその事態に気づいた場合には、当社は

当該ＩＤによる本サービスの提供を停止します。ただし、他者

の不正使用により当該加入者が損害を被っても、当社は当

社の故意または重大な過失による場合を除き、一切責任を

負わないものとします。 

４．加入者が第２３条（加入者が行う本サービスの解約）の規定

により利用契約を解約する場合、もしくは第２４条（当社が行

う本サービスの解除）の規定により、利用契約が当社により

解除された場合、利用終了日以降、当該加入者はマイペー

ジＩＤおよびパスワードを利用する権利を失います。ただし、

当社の定める一定期間に限り利用を認めるものとします。 

 

第２５条 （料金等） 

料金等は、別紙１に定める料金表に記載のとおりとします。

加入者は料金表に従って、月額基本利用料、訪問サポート

の利用料、各種手数料などを当社に支払うものとします。な

第７章 料金等 

第２６条 （料金等） 

料金等は、別紙１に定める料金表に記載のとおりとします。

加入者は料金表に従って、月額利用料、訪問サポートの利

用料、各種手数料などを当社に支払うものとします。なお、
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お、加入者は、当社が料金等の収納業務を収納代行会社に

委託する場合があることを承諾するものとします。 

２．当社は、料金等を改定することがあります。この場合、当社

は事前に当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方

法によりその旨を告知します。 

３．前項の場合、改定日より改定後の料金等を適用しますが、

月額基本利用料については改定日が月初日以外の場合は改

定日の属する月の翌月分から改定後の月額基本利用料を適

用します。 

加入者は、当社が料金等の収納業務を収納代行会社に委

託する場合があることを承諾するものとします。 

２．当社は、料金等を改定することがあります。この場合、当社

は事前に当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方

法によりその旨を告知します。 

３．前項の場合、改定日より改定後の料金等を適用しますが、

月額利用料については改定日が月初日以外の場合は改定

日の属する月の翌月分から改定後の月額利用料を適用しま

す。 

第２６条 （加入者の支払義務） 

加入者は、その契約内容に応じ、第２５条（料金等）で規定

する料金等を当社に支払う義務を負います。なお、第１０条

（契約事項の変更）第１項の規定により加入者の契約内容

が変更されたときは、当該加入者は変更後の契約内容に応

じ、第２５条（料金等）で規定する料金等を当社に支払う義務

を負います。 

２．料金等のうち、月額基本利用料の支払いは、第９条（本サ

ービスの契約の成立）に規定する契約の成立した日の翌月

から第２２条（加入者が行う本サービスの解約）、第２３条（当

社が行う本サービスの解除）、第３６条（本サービスの廃止）

に規定する契約の解約、解除または廃止があった日の属す

る月までの期間（契約の成立した月と契約の解約、解除、廃

止があった月が同一の月である場合は１ヵ月とします。）とし

ます。 

３．料金等のうち、訪問サポートの利用料の支払義務は、第１８

条（訪問サポートの完了）第３項に規定する訪問サポートに

係る作業の完了日に発生します。 

４．第１０条（契約事項の変更）第１項の場合、月額基本利用料

の支払いについては、第２項に準じて取り扱います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．第２０条（本サービス提供の停止）の規定により、本サービ

スの提供が停止された場合における当該期間の月額基本利

用料は、当該サービスが利用されていたものとし、月額基本

利用料の支払いについては、第２項に準じて取り扱います。 

第２７条 （加入者の支払義務） 

加入者は、その契約内容に応じ、第２６条（料金等）で規定

する料金等を当社に支払う義務を負います。 

 

 

 

 

２．料金等のうち、月額利用料の支払いは、第９条（利用契約

の成立と利用開始日）に規定する利用契約の成立した日の

翌月から第２３条（加入者が行う本サービスの解約）、第２４

条（当社が行う本サービスの解除）、第４２条（本サービスの

廃止）に規定する利用契約の解約、解除または廃止があっ

た日の属する月までの期間（利用契約の成立した月と利用

契約の解約、解除、廃止があった月が同一の月である場合

は１ヵ月とします。）とします。 

３．料金等のうち、訪問サポートの利用料の支払義務は、第１９

条（訪問サポートの完了）第３項に規定する訪問サポートに

係る作業の完了日に発生します。 

 

 

４．当社が本サービス貸与機器を送付した場合において、加入

者の不在、届出住所の誤り、受領拒否その他加入者の責め

による事由により、当該機器が当社に返送された場合であっ

ても、第９条（利用契約の成立と利用開始日）に規定する利

用契約の成立日より料金等が発生するものとします。 

５．前項の事由により返送された本サービス貸与機器を再送す

る場合、加入者は、当該再送に要する費用を負担するものと

します。 

６．第２１条（本サービス提供の停止）の規定により、本サービ

スの提供が停止された場合における当該停止期間の月額利

用料は、当該サービスが利用されていたものとし、月額利用

料の支払いについては第２項に準じて取り扱います。 

第２７条 （料金等の利用明細等） 

（略） 

第２８条 （料金等の利用明細等） 

（略） 

第２８条 （料金等の請求時期および支払期限等） 

当社は、契約成立後、支払期限を定めて加入者に料金等を請

求します。 

２．前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が

指定する期限までに、当社が指定する方法により支払います。 

（略） 

第２９条 （料金等の請求時期および支払期限等） 

当社は、契約成立後、支払期限を定めて加入者に料金等を請

求します。 

２．前項の規定により料金等の請求を受けた加入者は、当社が

指定する期限までに、預金口座振替、クレジットカード決済、そ

の他当社が指定する方法により支払うものとします。ただし、他

サービス等の契約がない場合は、クレジットカード決済による支

払いに限るものとします。なお、当社が特に認める場合は、こ

の限りではありません。 

（略） 

第２９条 （加入契約終了に伴う料金の精算方法） 

第２２条（加入者が行う本サービスの解約）、第２３条（当社

が行う本サービスの解除）および第３６条（本サービスの廃

止）の規定により、月の途中で本サービスの契約が解約ま

たは解除されたときは、月額基本利用料は利用終了日の属

する月の末日まで発生するものとし、日割り計算は行いませ

ん。 

第３０条 （利用契約終了に伴う料金の精算方法） 

第２３条（加入者が行う本サービスの解約）、第２４条（当社

が行う本サービスの解除）および第４２条（本サービスの廃

止）の規定により、月の途中で本サービスの利用契約が解

約または解除されたときは、月額利用料は利用終了日の属

する月の末日まで発生するものとし、日割り計算は行いませ

ん。 



KCN安心サポート利用規約 新旧対照表 

第３０条 （遅延損害金および督促通知） 

加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間に

つき年率１４．５％の遅延損害金を当社に支払うものとしま

す。 

２．当社は、加入者が料金等その他の債務（遅延損害金を除き

ます。）について、支払期日を経過しても支払いがない場合、

当社または料金回収会社が請求書の発行等により督促通

知（料金等その他の債務の支払いを求める行為をいいま

す。）を行います。なお、請求書による支払いについては、第

２８条（料金等の請求時期および支払期限等）第４項の規定

に準じます。 

第３１条 （遅延損害金および督促通知） 

加入者は、料金等の支払いを遅延した場合は、遅延期間に

つき年率１４．５％の遅延損害金を当社に支払うものとしま

す。 

２．当社は、加入者が料金等その他の債務（遅延損害金を除き

ます。）について、支払期日を経過しても支払いがない場合、

当社または料金回収会社が請求書の発行等により督促通

知（料金等その他の債務の支払いを求める行為をいいま

す。）を行います。なお、請求書による支払いについては、第

２９条（料金等の請求時期および支払期限等）第４項の規定

に準じます。 

 第８章 オプションサービス 

第３２条 （オプションサービス利用の申込み） 

加入者は、第４条（本サービスの内容）に規定するオプション

サービスを申し込むことができます。この場合、当該加入者

は当社の定める方法により、オプションサービス利用開始希

望日の１４日前までに当社に申し込むものとします。 

２．加入者は、基本サービスである安心サポートを申し込むこと

なくオプションサービスのみを申し込むことはできません。 

３．当社は、第８条（申込みの承諾）第２項の規定に準じ、第１

項の申込みを承諾しない場合があります。この場合、当社

は、当該加入者に対し、当社の定める方法によりその旨を通

知します。 

４．当社は、加入者の申し込んだオプションサービスが利用可

能となった日を、当該オプションサービスの利用開始日と定

めます。 

 第３３条 （通信端末修理費用保険） 

ワイドプランに付帯する通信端末修理費用保険（以下、本条

において「本保険」といいます。）は、さくら損害保険株式会

社を引受保険会社、当社を保険契約者とし、加入者を被保

険者とする本保険契約に基づき提供されます。 

２．本保険の利用にあたっては、提供元のさくら損害保険株式

会社と加入者が直接手続きを行うものとし、当社は、保険金

請求に係る取次、交渉および損害の査定等について一切関

知しません。 

３．本保険の適用可否、支払われる保険金の額、その他保険

契約の内容に関する紛争について、当社は一切の責任を負

わないものとします。 

４．本保険の詳細な補償条件および手続については、別紙２に

よるものとします。 

 第３４条 （防犯カメラプランおよび見守りプラン） 

加入者は、本規約および別紙３ならびに別紙４に定める条

件に従い、本サービス貸与機器の貸与を受け、これを利用

するものとします。 

２．当社は、本サービス貸与機器の設置または利用により、盗

難、事故、傷病、身体の異変等の防止または発生時の解決

を保証するものではありません。 

３．加入者は、利用契約が終了した場合、当社の定める方法に

より速やかに本サービス貸与機器を返還するものとします。 

 第３５条 （データ保管プラン） 

加入者は、別紙５に定める条件に従い、データ保管プランを

利用するものとします。 

２．加入者は、自己の責任において保存データのバックアップ

を行うものとし、当社は、当社の故意または重過失による場

合を除き、データの消失、毀損等について一切の責任を負い

ません。 

３．利用契約が終了した場合、当社はクラウド環境上のデータ

を消去できるものとし、これにより加入者に損害が生じた場

合であっても、当社は当社の故意または重大な過失による

場合を除き、一切責任を負いません。 
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第３１条 （個人情報の取り扱い）  

（略） 

第９章 雑則 

第３６条 （個人情報の取り扱い）  

（略） 

第３２条 （無保証） 

（略） 

第３７条 （無保証） 

（略） 

第３３条 （免責事項）  

当社が、第２０条（本サービスの提供の停止）、第２１条（本

サービスの提供の中止）および第３６条（本サービスの廃止）

の規定により、本サービスの提供を停止、中止、廃止したこ

とによって、加入者が損害を被った場合であっても、当社は

一切責任を負いません。 

（略） 

５．加入者のご利用環境によっては、各推奨環境を満たしてい

る場合であっても本サービスを完了できない場合がありま

す。 

６．加入者が本サービスの利用により他者に対し損害を与えた

場合、加入者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかな

る責任も負担させないものとします。ただし、当社に故意また

は重過失がある場合を除きます。 

７．本サービスの提供の完了を加入者にご確認いただいた後

は、当社はその作業による設定を保証いたしません。 

８．本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービス

提供事業者が提供する正規サポートを代行するサービスで

はありません。お問い合わせ内容によっては、当社では対応

できない場合があります。 

第３８条 （免責事項）  

当社が、第２１条（本サービス提供の停止）、第２２条（本サ

ービス提供の中止）および第４２条（本サービスの廃止）の規

定により、本サービスの提供を停止、中止、廃止したことに

よって、加入者が損害を被った場合であっても、当社は一切

責任を負いません。 

（略） 

５．加入者の利用環境によっては、各推奨環境を満たしている

場合であっても本サービスを完了できない場合があります。 

 

６．加入者が本サービスの利用により他者に対し損害を与えた

場合、加入者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかな

る責任も負担させないものとします。ただし、当社に故意また

は重過失がある場合を除きます。 

７．遠隔サポートおよび訪問サポートの提供の完了を加入者が

確認した後は、当社はその作業による設定を保証しません。 

８．遠隔サポートおよび訪問サポートは、メーカー、ソフトウェア

ハウスおよびサービス提供事業者が提供する正規サポート

を代行するサービスではありません。問い合わせ内容によっ

ては、当社では対応できない場合があります。 

第３４条 （責任の制限） 

当社は、本サービスの提供により加入者に損害が生じた場

合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料

金を上限として、加入者に損害賠償責任を負うものとしま

す。ただし、当該損害が当社の故意または重過失による場

合は、この限りではありません。また、当社は、次の各号に

該当する損害について、いかなる場合においても一切の責

任を負わないものとします。 

（１）当社の説明に基づいて加入者が実施した作業、および

本サービスの実施に伴い生じる加入者の損害 

（２）第２０条（本サービス提供の停止）、第２１条（本サービス

提供の中止）、および第３６条（本サービスの廃止）の規

定により生じた損害 

（略） 

第３９条 （責任の制限） 

当社は、本サービスの提供により加入者に損害が生じた場

合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料

金を上限として、加入者に損害賠償責任を負うものとしま

す。ただし、当該損害が当社の故意または重過失による場

合は、この限りではありません。また、当社は、次の各号に

該当する損害について、いかなる場合においても一切の責

任を負わないものとします。 

（１）当社の説明に基づいて加入者が実施した作業、および

本サービスの実施に伴い生じる加入者の損害 

（２）第２１条（本サービス提供の停止）、第２２条（本サービス

提供の中止）、および第４２条（本サービスの廃止）の規

定により生じた損害 

（略） 

第３５条 （許諾事項） 

（略） 

第４０条 （許諾事項） 

（略） 

 第４１条 （禁止事項） 

加入者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当す

る禁止行為を行うことができません。 

（１）法令もしくは公序良俗に違反する行為、または犯罪行

為、反社会的な行為を予告・関与・助長する目的で利用

する行為 

（２）当社または第三者の知的財産権（著作権、商標権等）、

プライバシー権、肖像権、名誉、信用その他の権利を侵

害する行為、またはそのおそれのある行為 

（３）方法のいかんを問わず、第三者に対するストーキング

行為、嫌がらせ、または不利益を与える目的で利用する

行為 

（４）本サービスに関するアプリケーションを第三者の端末に

無断でインストールする行為、または利用権限を有しな

い端末を正当な理由なく管理・操作するために利用する

行為 

（５）本サービスに関する機器、アプリケーションまたはシス

テムについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイ

ル、逆アセンブル、修正、翻訳、その他改造行為を行うこ
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と 

（６）本サービスを接続しているサーバまたはネットワークの

機能を妨害し、または混乱させる行為 

（７）ID またはパスワードを不正に使用し、または第三者に使

用させる行為 

（８）虚偽の情報、または他人の情報を不正に利用して登

録・掲載する行為 

（９）コンピュータウイルス等、有害なプログラム、スクリプトを

アップロード、保存または誘導する行為 

（１０）当社の承諾なく、本サービスを商業目的で利用し、ま

たは第三者に再許諾（転貸、再提供等）する行為 

（１１）本サービスの運営・提供または他の加入者による本サ

ービスの利用を妨害し、支障をきたす行為 

（１２）その他、当社が不適切と判断する行為 

第３６条 （本サービスの廃止） 

当社は、業務上の都合により本サービスの全部または一部を

廃止できます。この場合、本サービスを廃止する日をもって契

約は終了するものとし、この日を本サービスの提供終了日と定

めます。 

２．当社は、前項の場合には、当該加入者に対し本サービスを

廃止する３ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当

社の定める方法によりその旨を告知します。 

第４２条 （本サービスの廃止） 

当社は、業務上の都合により本サービスの全部または一部を

廃止できます。この場合、本サービスを廃止する日をもって契

約は終了するものとし、この日を本サービスの提供終了日と定

めます。 

２．当社は、前項の場合には、当該加入者に対し本サービスを

廃止する３ヵ月前までに、当社ホームページ上での掲載等、当

社の定める方法によりその旨を告知します。ただし、当社の責

めによらない事由によりオプションサービスを廃止する場合は

この限りではありません。 

第３７条 （関連法令の遵守） 

（略） 

第４３条 （関連法令の遵守） 

（略） 

第３８条 （準拠法・合意管轄） 

（略） 

第４４条 （準拠法・合意管轄） 

（略） 

第３９条 （分離可能性） 

（略） 

第４５条 （分離可能性） 

（略） 

第４０条 （定めなき事項） 

（略） 

第４６条 （定めなき事項） 

（略） 

【別紙１】 

※表記の金額は特に記載のある場合を除き、すべて消費税込

みです。 

（表１）月額基本利用料および各種手数料 

（月額基本利用料） 

プラン種別 月額基本利用料 備考 

安心サポート 

 

 

１，１００円  

安心サポートワイ

ド 

１，６５０円  

 

【別紙１】 

※表記の金額は特に記載のある場合を除き、すべて消費税込

みです。 

（表１）月額利用料および各種手数料 

（表１－１）安心サポートの月額利用料 

項目 
月額利用

料 

最低利

用期間 

契約解

除料 備考 

安心サポ

ート 

１，１００円 ６ヵ月 ５５０円

×残余

期間 

 

 

 （表１－２）オプションサービスの種別 

種別 
月額利

用料 

最低利

用期間 

契約解除

料 
備考 

ワ イ ド プ

ラン 
５５０円 ６ヵ月 

５５０円×

残余期間 
 

防 犯 カ メ

ラプラン 

１，１０

０円 
３６ヵ月 

一律５，５

００円 

１ 契 約 に

つ き １ 台

の ソ ー ラ

ー 給 電 セ

キュリティ

カメラキッ

トを貸与 

見 守 り プ

ラン 

１，１０

０円 
３６ヵ月 

一律５，５

００円 

１ 契 約 に

つ き 各 １
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台 の ス マ

ートリモコ

ン＆ハブ、

パンチルト

スマートＡＩ 

Ｗｉ－Ｆｉカ

メラ、スマ

ー ト 接 触

センサー、

スマートモ

ーションセ

ンサー、ス

マートデジ

タ ル 温 湿

度 計 を 一

式として貸

与 

データ保

管プラン 
５５０円 なし － 

１ 契 約 に

つき 

（最大５契

約まで） 
 

 （表１－３）オプションサービスに係る追加機器 

他サービス等の加入者に限り申し込みが可能です。また、各機

器につき最大４台までとします。 

種別 
月額利

用料 
条件 

ソーラー給電セキ

ュリティカメラキッ

ト 

８８０円

／台 

（表１－２）で防犯カメラプ

ランを契約する場合に限

る 

スマートリモコン＆

ハブ 

３３０円

／台 

（表１－２）で見守りプラン

を契約する場合に限る 

パンチルトスマー

トＡＩ Ｗｉ－Ｆｉカメ

ラ 

３３０円

／台 

（表１－２）で見守りプラン

を契約する場合に限る 

スマート接触セン

サー 

３３０円

／台 

（表１－２）で見守りプラン

を契約する場合に限る 

スマートモーション

センサー 

３３０円

／台 

（表１－２）で見守りプラン

を契約する場合に限る 

スマートデジタル

温湿度計 

３３０円

／台 

（表１－２）で見守りプラン

を契約する場合に限る 
 

（各種手数料） 

項目 金額 備考 

請求書等発行手

数料 
４４０円 １通につき 

お知らせハガキ発

行手数料 
８８円 １通につき 

各種書面発行手

数料 
２２０円 １通につき 

適格請求書送付

料 
１１０円 １通につき 

 

（表１－４）各種手数料および工事費用 

項目 金額 備考 

請求書等発行手

数料 
４４０円 １通につき 

お知らせハガキ発

行手数料 
８８円 １通につき 

各種書面発行手

数料 
２２０円 １通につき 

適格請求書送付

料 
１１０円 １通につき 

機器撤去費用 
６，６００

円 
１訪問につき 

 

 （表１－５）機器損害金 

種別 
金額（不

課税） 
備考 

ソーラー給電セキ ５，０００  
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ュリティカメラキッ

ト 

円／台 

スマートリモコン＆

ハブ 

２，５００

円／台 
 

パンチルトスマー

トＡＩ Ｗｉ－Ｆｉカメ

ラ 

２，５００

円／台 
 

スマート接触セン

サー 

１，０００

円／台 
 

スマートモーション

センサー 

１，０００

円／台 
 

スマートデジタル

温湿度計 

１，０００

円／台 
 

 

（表２）提供範囲および利用料 

本サービスの提供範囲は次のとおりとします。ただし、提供範

囲として定める作業内容であっても、対応できない場合があり

ます。また、提供範囲はサービス対象機器（当社貸与機器およ

び所有機器）に限ります。他社貸与機器に対しては作業を行い

ません。 

（表２）提供範囲および利用料 

遠隔サポートまたは訪問サポートの提供範囲は（表２－１）また

は（表２－２）のとおりとします。ただし、提供範囲として定める

作業内容であっても、対応できない場合があります。また、提供

範囲はサービス対象機器（当社貸与機器および所有機器）に

限ります。他社貸与機器に対しては作業を行いません。 

（表２－２）訪問サポート 

本サービスは、１ヵ月につき合計３回まで利用することができま

す。利用回数以降の訪問サポートは、通常価格での提供となり

ます。その他、利用回数および利用制限等については、第４条

（提供するサービス内容）第４項から第６項に定めます。 

（表２－２）訪問サポート 

本サービスは、１ヵ月につき合計３回まで利用することができま

す。利用回数以降の訪問サポートは、通常価格での提供となり

ます。その他、利用回数および利用制限等については、第１３

条（遠隔サポートおよび訪問サポートの内容）第３項から第５項

に定めます。 

（工事関連） ※同一項目は６ヵ月間に１回のみ ※他サービス

等に未加入の場合利用不可 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲

／回 

安心サポ

ート 

安心サポート

ワイド 

通常価

格 

（略） 

（工事関連） ※同一項目は６ヵ月間に１回のみ ※他サービス

等に未加入の場合利用不可 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲／

回 

安心サポ

ート 

ワイドプラ

ン 

通常価

格 

（略） 

（家電関連） 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲

／回 

安心サポ

ート 

安心サポート

ワイド 

通常価

格 

（略） 

（家電関連） 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲／

回 

安心サポ

ート 

ワイドプラ

ン 

通常価

格 

（略） 

（パソコン周辺機器） 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲

／回 

安心サポ

ート 

安心サポート

ワイド 

通常価

格 

（略） 

（パソコン周辺機器） 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲／

回 

安心サポ

ート 

ワイドプラ

ン 

通常価

格 

（略） 

（パソコントラブル関連） 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲

／回 

安心サポ

ート 

安心サポート

ワイド 

通常価

格 

（略） 

（パソコントラブル関連） 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲／

回 

安心サポ

ート 

ワイドプラ

ン 

通常価

格 

（略） 

（インストールおたすけ） 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲

／回 

安心サポ

ート 

安心サポート

ワイド 

通常価

格 

（略） 

（インストールおたすけ） 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲／

回 

安心サポ

ート 

ワイドプラ

ン 

通常価

格 

（略） 

（アカウント登録） 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲

／回 

安心サポ

ート 

安心サポート

ワイド 

通常価

格 

（略） 

（アカウント登録） 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲／

回 

安心サポ

ート 

ワイドプラ

ン 

通常価

格 

（略） 

（Ｋモバおたすけ） 

サポート内容 利用料 

（Ｋモバおたすけ） 

サポート内容 利用料 
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項目

名 

作業範囲

／回 

安心サポ

ート 

安心サポート

ワイド 

通常価

格 

（略） 

項目

名 

作業範囲／

回 

安心サポ

ート 

ワイドプラ

ン 

通常価

格 

（略） 

（お手伝いシリーズ） 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲

／回 

安心サポ

ート 

安心サポート

ワイド 

通常価

格 

（略） 

（お手伝いシリーズ） 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲／

回 

安心サポ

ート 

ワイドプラ

ン 

通常価

格 

（略） 

（教えてシリーズ） 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲

／回 

安心サポ

ート 

安心サポート

ワイド 

通常価

格 

（略） 

（お手伝いシリーズ） 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲／

回 

安心サポ

ート 

ワイドプラ

ン 

通常価

格 

（略） 

（お手伝いシリーズ）※同一項目は１ヵ月につき１回のみ ※１２

※１３ 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲

／回 

安心サポ

ート 

安心サポート

ワイド 

通常価

格 

（略） 

（お手伝いシリーズ）※同一項目は１ヵ月につき１回のみ ※１２

※１３ 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲／

回 

安心サポ

ート 

ワイドプラ

ン 

通常価

格 

（略） 

（パソコンカスタム）※１１ 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲

／回 

安心サポ

ート 

安心サポート

ワイド 

通常価

格 

（略） 

（パソコンカスタム）※１１ 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲／

回 

安心サポ

ート 

ワイドプラ

ン 

通常価

格 

（略） 

（セットアップおたすけ） ※「パソコン快適化・システムクリーン

アップ」の安心サポートワイド価格での利用は１ヵ月につき１回

のみ 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲

／回 

安心サポ

ート 

安心サポート

ワイド 

通常価

格 

（略） 

（セットアップおたすけ） ※「パソコン快適化・システムクリーン

アップ」のワイドプラン価格での利用は１ヵ月につき１回のみ 

 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲／

回 

安心サポ

ート 

ワイドプラ

ン 

通常価

格 

（略） 

（バックアップおたすけ） 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲

／回 

安心サポ

ート 

安心サポート

ワイド 

通常価

格 

（略） 

（バックアップおたすけ） 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲／

回 

安心サポ

ート 

ワイドプラ

ン 

通常価

格 

（略） 

（ウイルス関連） 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲

／回 

安心サポ

ート 

安心サポート

ワイド 

通常価

格 

（略） 

（ウイルス関連） 

サポート内容 利用料 

項目

名 

作業範囲／

回 

安心サポ

ート 

ワイドプラ

ン 

通常価

格 

（略） 

（ＫＣＮスマートホーム） ※当社販売品に限る 

 

サポート内容 利用料 

項目名 
作業範

囲／回 

安心サ

ポート 

安心サポ

ートワイド 

通常価

格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（防犯・見守り） ※本サービス貸与機器または当社販売品に

限る 

サポート内容 利用料 

項目名 
作業範

囲／回 

安心サ

ポート 

ワイド

プラン 

通常価

格 

防犯機器取付

前チェック 

１回 
０円 ０円 

３，３０

０円 

防犯機器設置・

サポート 

１式 １６，５０

０円 

１６，５

００円 

１６，５

００円 

防犯機器アフタ

ーサポート 

１回 
０円 ０円 ０円 

見 守 り 機 器 取

付前チェック 

１回 
０円 ０円 

３，３０

０円 

見 守 り 機 器 設

置・サポート 

１式 
０円 ０円 ０円 

見守り機器アフ

ターサポート 

１回 
０円 ０円 ０円 
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ス マ ート ホー

ム（追加設定） 

５台ま

で 
０円 ０円 

１１，０

００円 

ス マ ート ホー

ム（保守） 

５台ま

で 
０円 ０円 ０円 

 

スマートホーム

（追加設定） 

５台まで 
０円 ０円 

１１，０

００円 

スマートホーム

（保守） 

５台まで 
０円 ０円 ０円 

 

・作業内容や機器により別途費用が必要な場合や対応できな

い場合があります。 

・資格・免許を要するものや高所作業を要するものは対応でき

ません。 

・クレジットカード、口座連携等の個人情報に関わる内容は対

応できません。 

・古い家電、梱包材等の引き取りや処分はいたしません。 

（略） 

※２ 各種当社サービスをご利用いただくには、別途申込みが

必要です。 

（略） 

・作業内容や機器により別途費用が必要な場合や対応できな

い場合があります。 

・資格・免許を要するものや高所作業を要するものは対応でき

ません。 

・クレジットカード、口座連携等の個人情報に関わる内容は対

応できません。 

・古い家電、梱包材等の引き取りや処分は行いません。 

・（略） 

※２ 各種当社サービスの利用には、別途申込みが必要です。 

（略） 

【別紙２】通信端末修理費用保険特典 

 

１．概要 

サービス「ＫＣＮ安心サポート」のうち「安心サポートワイド（以下

「本サービス」といいます。）」に付随関連して、「２．対象端末

（保険の対象）」に記載された無線通信機能を内蔵した通信端

末（以下「対象端末」といいます。）の破損・水濡れ等により生じ

た損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社（以

下「引受保険会社」といいます。）、保険契約者を近鉄ケーブル

ネットワーク株式会社、被保険者を加入者（加入者が個人の場

合に限り、生計を同一にする同居の親族（２親等以内）および

別居の未婚の子を含みます。）とする通信端末修理費用保険

契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保険

金が支払われる特典です。 

【別紙２】通信端末修理費用保険特典 

 

第１条 （概要） 

「ＫＣＮ安心サポート」のオプションサービス「ワイドプラン（以下

「本サービス」といいます。）」に付随関連して、第２条（対象端

末（保険の対象））に記載された無線通信機能を内蔵した通信

端末（以下「対象端末」といいます。）の破損・水濡れ等により生

じた損害に関して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社

（以下「引受保険会社」といいます。）、保険契約者を近鉄ケー

ブルネットワーク株式会社、被保険者を加入者（加入者が個人

の場合に限り、生計を同一にする同居の親族（２親等以内）お

よび別居の未婚の子を含みます。）とする通信端末修理費用保

険契約に基づき、引受保険会社から保険金額を上限とする保

険金が支払われる特典です。 

２．対象端末（保険の対象） 

（１）無線通信機器のうち、「５．補償の範囲」の表の「対象端末

の種別」に記載の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、対

象端末とします。 

（略） 

（２）対象端末は、「５．補償の範囲」の表の「対象端末の種別」

に記載の種別に限られます。 

（略） 

第２条 （対象端末（保険の対象）） 

（１）無線通信機器のうち、第５条（補償の範囲）の表の「対象端

末の種別」に記載の種別、かつ、以下の条件を満たすものを、

対象端末とします。 

（略） 

（２）対象端末は、第５条（補償の範囲）の表の「対象端末の種

別」に記載の種別に限られます。 

（略） 

３．補償期間 

（略） 

第３条 （補償期間） 

（略） 

４．保険金の金額 

引受保険会社は、被保険者に対し、「５．補償の範囲」の表の

「対象端末の種別」の記載に応じて、対象端末に損害（修理費

用・交換費用をいいます。）が生じた場合に、１被保険者あたり

１年（起算日は、本サービスの利用契約開始日の翌月１日とし

ます。）につき、記載の金額を上限として、被保険者が被った実

損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。ただ

し、「■保険金が支払われない場合」に該当する場合、保険金

はお支払いしないものとします。 

第４条 （保険金の金額） 

引受保険会社は、被保険者に対し、第５条（補償の範囲）の表

の「対象端末の種別」の記載に応じて、対象端末に損害（修理

費用・交換費用をいいます。）が生じた場合に、１被保険者あた

り１年（起算日は、本サービスの利用契約開始日の翌月１日と

します。）につき、記載の金額を上限として、被保険者が被った

実損金額を通信端末修理費用保険金としてお支払いします。

ただし、「■保険金が支払われない場合」に該当する場合、保

険金はお支払いしないものとします。 

５．補償の範囲 

（略） 

第５条 （補償の範囲） 

（略） 

 【別紙３】防犯カメラプランに関する契約条項 

 

第１条 （サービスの内容および制限事項） 

防犯カメラプラン（別紙３において以下「本サービス」といいま

す。）は、当社が加入者に対し、防犯機器を貸与し、加入者

が自ら撮影および録画を行うための環境を提供するもので

す。 

２．防犯機器の設置場所は、ＫＣＮ安心サポート契約住所の敷

地内に限ります。 

３．本サービスは、犯罪の防止または解決を保証するものでは
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ありません。万一の事件、事故発生時における損害（映像が

記録・保存されていなかったことによる損害を含みます。）に

ついて、当社は一切責任を負わないものとします。 

 

第２条 （設置に関する承諾等） 

加入者は、加入者の属する世帯が所有するものではない建

物、敷地または住居など、地主、家主、その他の利害関係

人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得るものとし、こ

のことに関して一切の責任を負います。 

２．加入者は、防犯機器の設置および利用にあたり、同居家族

および撮影範囲に含まれる近隣住民等から必要な同意を得

るものとします。 

３．第１項および第２項の承諾または同意を得ていなかったこと

により、所有者、管理者、家族または第三者との間で紛争が

生じた場合、加入者の責任と費用において解決するものと

し、当社は一切の責任を負いません。 

４．前項の紛争等により防犯機器を撤去または移設する必要

が生じた場合、当該加入者は、その撤去または移設に要す

る費用を負担します。 

 

第３条 （防犯機器の貸与および返還） 

当社は、加入者に対し、別紙１に定める防犯機器を貸与しま

す。なお、他サービス等の加入者に限り、別紙１に定める追

加機器の申込みができるものとします。 

２．当社が認める場合を除き、加入者は防犯機器の交換を請

求できません。 

３．第１項の規定により、当社より防犯機器の貸与を受ける加

入者は、本サービスの全部または一部の解約に際して、当

該解約に係る防犯機器（一部の解約にあたっては、解約した

数量に対応する機器）のすべてを速やかに返還するものとし

ます。なお、当該加入者が故意または過失により防犯機器を

破損もしくは紛失し、または返還しない場合、当該加入者

は、別紙１に定める機器損害金を当社に支払うものとしま

す。 

 

第４条 （専用アプリケーションおよびアカウントの管理） 

加入者は、防犯機器の利用にあたり、防犯機器のメーカー

が指定する専用アプリケーション（以下「本アプリ」といいま

す。）を当該加入者が指定するスマートフォン等の端末にイ

ンストールし、アカウント（登録メールアドレスおよびパスワー

ド等の一切の認証情報をいいます。以下同じ。）の登録を行

うものとします。なお、本アプリの利用にあたっては、本条の

ほか、メーカーの定める利用規約に同意のうえ利用するも

のとします。 

２．加入者は、当該アカウントの管理、使用においてすべての

責任を持つものとし、自らが認めた利用者以外の第三者にこ

れを利用させ、または貸与してはならないものとします。な

お、当社は、当該利用者の行為を加入者の行為とみなして

取り扱います。 

３．当該アカウントの管理不十分、登録情報の誤り、紛失、使用

上の過誤、または加入者の認めた利用者を含む第三者の不

正利用等により加入者に生じた損害について、当社は一切

の責任を負いません。 

４．本アプリのアップデート、不具合、仕様変更等に起因して本

サービスが利用不能となった場合、当社は一切の責任を負

いません。また、加入者は、本アプリの利用に伴う通信料を

負担します。 

 

第５条 （設置および利用環境の準備） 

加入者は、防犯機器の利用に必要な次の各号に定める環

境および備品を、加入者の責任と費用において準備・維持
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するものとします。 

（１）防犯機器が動作するために必要な強度の無線インター

ネットの通信環境 

（２）防犯機器のソーラーパネルへの十分な日照が得られる

設置場所の確保 

（３）メーカー指定の規格に合致する録画用のｍｉｃｒｏＳＤカー

ド（以下「ＳＤカード」といいます。） 

（４）防犯機器の設定・操作に必要なスマートフォン等ならび

に当該スマートフォン等への本アプリのインストールおよ

びアカウント登録 

（５）その他、防犯機器の正常な動作を維持するためにメー

カーまたは当社が指定する事項 

２．前項の準備が不十分なことにより本サービスが利用できな

い場合であっても、当該サービスが利用されていたものとし、

当社は月額利用料の減免または返金を行いません。なお、

当該準備の不十分に起因して、当社に再設定等の作業を当

社に依頼する場合、当該加入者は、その作業に要する費用

を支払うものとします。 

 

第６条 （維持管理および免責） 

天候不良（長期間の日照不足等）によるバッテリー切れ、Ｓ

Ｄカードの寿命・故障、または加入者の通信環境の変更によ

り録画が停止した場合、当社はその責任を負いません。 

２．加入者は、自らの責任において定期的に防犯機器の動作

状況および録画状態を確認するものとします。 

３．第三者による防犯機器への妨害行為（盗難、損壊、設置角

度の変更等）により生じた損害および録画の停止について、

当社はその責任を負いません。 

４．本サービスが当社以外の事業者が提供するインターネット

接続サービスを介して利用される場合、当社は、当該接続サ

ービスの品質、速度、安定性、接続の可否等については一

切の保証は行わず、これらに起因して本サービスの全部ま

たは一部が正常に利用できなかったことにより生じた損害に

ついて、一切の責任を負いません。 

５．当社は、前項に定める当社以外の事業者が提供するインタ

ーネット接続サービスおよびこれに付随する通信機器につい

ては、保守、点検、修理等のサポートを行う義務を負わない

ものとします。 

 【別紙４】見守りプランに関する契約条項 

 

第１条 （サービスの内容および制限事項） 

見守りプラン（別紙４において以下「本サービス」といいま

す。）は、当社が加入者に対し、複数種類の見守り機器を貸

与し、加入者が自ら設置する特定の場所の映像確認、セン

サーによる検知および通知、温湿度の測定ならびに一部の

家電操作等（以下「見守り」といいます。）を行うための環境

を提供するものです。 

２．見守り機器の設置場所は、ＫＣＮ安心サポート契約住所の

敷地内に限ります。 

３．本サービスは、見守り対象の安全、健康、防犯を保証するも

のではありません。万一の事件、事故、急病等の発生時にお

ける通報、救助等の代行は行わず、これらに起因して生じた

損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 

 

第２条 （設置に関する承諾等） 

加入者は、見守り機器を設置し利用するにあたり、同居家

族、見守り対象、および来客等の撮影範囲に含まれる者か

らあらかじめ必要な同意を得るものとし、このことに関して一

切の責任を負います。  

２．前項の同意を得ていなかったことにより、家族または第三者

との間で紛争が生じた場合、加入者の責任と費用において
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解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。 

３．前項の紛争等により見守り機器を撤去または移設する必要

が生じた場合、当該加入者は、その撤去または移設に要す

る費用を負担します。 

 

第３条 （見守り機器の貸与および返還） 

当社は、加入者に対し、別紙１に定める複数種類の機器を、

標準提供される一式の見守り機器として貸与します。なお、

他サービス等の加入者に限り、別紙１に定める追加機器の

申込みができるものとします。 

２．当社が認める場合を除き、加入者は見守り機器の交換を請

求できません。 

３．第１項の規定により、当社より見守り機器の貸与を受ける加

入者は、本サービスの全部または一部の解約に際して、当

該解約に係る見守り機器（一部の解約にあたっては、解約し

た数量に対応する機器）のすべてを速やかに返還するものと

します。なお、当該加入者が故意または過失により見守り機

器を破損もしくは紛失し、または返還しない場合、当該加入

者は、別紙１に定める機器損害金を当社に支払うものとしま

す。 

 

第４条 （専用アプリケーションおよびアカウント管理） 

加入者は、見守り機器の利用にあたり、見守り機器のメーカ

ーが指定する専用アプリケーション（以下「本アプリ」といい

ます。）を当該加入者が指定するスマートフォン等の端末に

インストールし、アカウント（登録メールアドレスおよびパスワ

ード等の一切の認証情報をいいます。以下同じ。）の登録を

行うものとします。なお、本アプリの利用にあたっては、本条

のほか、メーカーの定める利用規約に同意のうえ利用する

ものとします。 

２．加入者は、当該アカウントの管理、使用においてすべての

責任を持つものとし、自らが認めた利用者以外の第三者にこ

れを利用させ、または貸与してはならないものとします。な

お、当社は、当該利用者の行為を加入者の行為とみなして

取り扱います。 

３．当該アカウントの管理不十分、登録情報の誤り、紛失、使用

上の過誤、または加入者の認めた利用者を含む第三者の不

正利用等により加入者に生じた損害について、当社は一切

の責任を負いません。 

４．本アプリのアップデート、不具合、仕様変更等に起因して本

サービスが利用不能となった場合、当社は一切の責任を負

いません。また、加入者は、本アプリの利用に伴う通信料を

負担します。 

 

第５条 （設置および利用環境の準備） 

加入者は、見守り機器の利用に必要な次の各号に定める環

境を、加入者の責任と費用において準備・維持するものとし

ます。 

（１）見守り機器が動作するために必要な強度の無線インタ

ーネットの通信環境 

（２）見守り機器が動作するために必要な電源の確保（各機

器に対応する電池の準備を含む） 

（３）見守り機器の設定・操作に必要なスマートフォン等なら

びに当該スマートフォン等への本アプリのインストールお

よびアカウント登録 

（４）見守り機器で家電の操作を行う場合は、見守り機器に

対応した家電 

（５）その他、見守り機器の正常な動作を維持するためにメ

ーカーまたは当社が指定する事項 

２．前項の準備が不十分なことにより本サービスが利用できな

い場合であっても、当該サービスが利用されていたものとし、
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当社は月額利用料の減免または返金を行いません。なお、

当該準備の不十分に起因して、当社に再設定等の作業を当

社に依頼する場合、当該加入者は、その作業に要する費用

を支払うものとします。 

 

第６条 （維持管理および免責） 

加入者は、自らの責任において定期的に見守り機器の動作

状況を確認するものとします。 

２．当社は、加入者の通信環境の変更により本サービスが利用

不能となったことについて、一切の責任を負いません。 

３．本サービスが当社以外の事業者が提供するインターネット

接続サービスを介して利用される場合、当社は、当該接続サ

ービスの品質、速度、安定性、接続の可否等については一

切の保証は行わず、これらに起因して本サービスの全部ま

たは一部が正常に利用できなかったことにより生じた損害に

ついて、一切の責任を負いません。 

４．当社は、前項に定める当社以外の事業者が提供するインタ

ーネット接続サービスおよびこれに付随する通信機器につい

ては、保守、点検、修理等のサポートを行う義務を負わない

ものとします。 

 【別紙５】データ保管プランに関する契約条項 

 

第１条 （サービスの内容および提供形態） 

データ保管プラン（別紙５において以下「本サービス」といい

ます。）は、当社が加入者に対し、株式会社クラウドドア（以

下「提供元」といいます。）が提供するソフトウェア「リクウェ

イ」を、当社が販売窓口として提供するものです。 

２．加入者は、本サービスの利用にあたり、提供元が定めるリ

クウェイの利用規約（以下「提供元規約」）に同意のうえ、これ

に従うものとします。 

【 提 供 元 規 約 】 https://lixway.cloud-door.jp/terms-of-

service 

３．本サービスにおけるデータの保存場所には、提供元が指定

する外部のクラウドサーバ（Ｇｏｏｇｌｅ ＬＬＣが提供し、運営す

るサーバＧｏｏｇｌｅ Ｃｌｏｕｄ Ｐｌａｔｆｏｒｍ等）が使用されることを

加入者はあらかじめ承諾します。 

 

第２条 （仕様および制限事項） 

本サービスにおける保存容量は、原則として無制限とし、１

ファイルあたりのサイズは２GB までとします。 

２．前項の定めにかかわらず、加入者が本サービスを著しく不

適切な方法（短期間での膨大なデータのアップロード、スクリ

プトを用いた自動操作等）で利用し、当社または提供元のシ

ステム運用に支障をきたし、またはそのおそれがあると当社

もしくは提供元が判断した場合には、当社または提供元は、

事前の通知なく当該利用を制限するための必要な措置を講

じることができるものとします。 

３．本サービスは、すべてのデータの完全な保存および復元を

保証するものではありません。加入者は、提供元規約に定め

る保存または復元ができない事項をあらかじめ確認し、これ

に同意するものとします。 

 

第３条 （加入者の責任およびデータの管理） 

加入者は、本サービスを利用するためのＩＤ、パスワードおよ

び登録メールアドレスを自らの責任で厳重に管理するものと

します。これらを紛失したことによりバックアップデータにアク

セスできなくなった場合、当社および提供元は一切の責任を

負いません。 

２．加入者は、自己の責任において保存データの管理およびバ

ックアップを行うものとします。 
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第４条 （免責事項） 

当社の故意または重過失による場合を除き、データの消

失、毀損、または同期の不備により生じた損害について、当

社は一切の責任を負いません。 

２．本サービスのアップデート、不具合、または提供元のサービ

ス終了等に起因して生じた損害について、当社は責任を負

いません。 

３．当社が負う損害賠償責任の範囲は、本則の定めに加え、本

サービスに関して加入者が当社に支払った直近１２ヵ月分の

利用料の総額を上限とします。 

 

第５条 （契約終了時のデータの取扱い） 

本サービスの利用契約が終了した場合、加入者は本サービ

スを利用する権利を失い、保存データにアクセスおよび復元

することができなくなります。 

２．当社および提供元は、契約終了後、保存データを直ちに消

去することができるものとし、消去されたデータの復旧、損害

賠償等の責任を一切負いません。 

本規約は、２０２６年１月１日より施行します。 本規約は、２０２６年３月２日より施行します。 

 


